
年
間
相
談
件
数
の
約
８
割 

が
虐
待
相
談 

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら 

子
育
て
の
相
談 

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問 

 

　
増
え
続
け
る
子
ど
も
へ
の
虐

待
に
対
し
て
、
市
で
は
「
児
童

の
生
命
及
び
安
全
の
確
保
を
最

優
先
に
す
る
」
こ
と
を
基
本
に
、

虐
待
の
防
止
と
早
期
発
見
・
早

期
対
応
に
よ
る
深
刻
化
の
防
止

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
 

　「
児
童
虐
待
」
と
い
う
言
葉

を
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
で
見
た
り

聞
い
た
り
す
る
と
、
特
別
な
事

件
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
虐
待
は
皆
さ
ん
の
身
近
で

起
こ
っ
て
い
る
行
為
で
す
。
 

　
こ
こ
数
年
、
虐
待
に
よ
る
死

亡
事
例
は
全
国
で
年
間
50
件
を

超
え
て
お
り
、
週
に
一
人
が
犠

牲
に
な
る
計
算
で
す
。
 

　
ま
た
、
死
亡
に
至
ら
な
く
て

も
体
や
心
に
傷
を
負
っ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
、
助
け
を
求
め
ら

れ
な
い
子
ど
も
た
ち
が
と
て
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
 

　
児
童
虐
待
は
深
刻
な
社
会
問

題
で
、
そ
の
相
談
件
数
は
年
々

増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

市
へ
の
児
童
家
庭
相
談
件
数
の

約
８
割
が
児
童
虐
待
相
談
と
な

っ
て
い
ま
す
。
 

　
児
童
福
祉
課
で
は
、
児
童
虐

待
を
防
止
す
る
た
め
、
社
会
福

祉
課
、
健
康
増
進
課
、
民
生
委
員
、

主
任
児
童
委
員
や
学
校
、
医
療

機
関
、
児
童
相
談
所
、
警
察
な

ど
の
関
係
機
関
と
下
野
市
要
保

護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
組

織
し
、
連
携
し
て
対
応
し
て
い

ま
す
（
Ｐ
17
図
参
照
）。 

　
ま
た
、
児
童
虐
待
の
早
期
発

見
や
早
期
対
応
、
虐
待
を
受
け

た
児
童
の
保
護
な
ど
に
適
切
に

対
応
で
き
る
よ
う
、
児
童
虐
待

防
止
の
た
め
の
通
告
に
つ
い
て

Ｐ
Ｒ
し
て
い
ま
す
。
 

　
さ
ら
に
、
虐
待
を
受
け
て
い

る
疑
い
の
あ
る
子
ど
も
を
発
見

し
た
方
か
ら
の
通
報
や
、
自
分

の
行
っ
て
い
る
こ
と
は
虐
待
で

は
な
い
か
と
悩
ん
で
い
る
保
護

者
な
ど
か
ら
の
相
談
を
家
庭
相

談
員
や
保
健
師
が
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
 

　
な
お
、
相
談
者
や
家
庭
の
秘

密
は
法
律
に
基
づ
い
て
守
ら
れ

ま
す
。
 

　
ま
た
、
育
児
ス
ト
レ
ス
が
児

童
虐
待
の
大
き
な
要
因
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
健

康
増
進
課
で
は
母
子
健
康
手
帳

交
付
時
に
す
べ
て
の
妊
婦
を
保

健
師
が
面
接
し
、
産
後
の
不
安

に
関
し
て
ご
相
談
を
受
け
て
い

ま
す
。
 

　
妊
娠
中
か
ら
継
続
し
て
ご
相

談
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
安

心
し
て
出
産
や
育
児
を
行
え
る

よ
う
支
援
し
て
い
ま
す
。
 

  　
さ
ら
に
、
出
産
後
の
育
児
不

安
や
孤
立
化
を
防
ぐ
た
め
、
生

後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
全
戸
訪

問
（
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業
）

を
行
い
、
支
援
が
必
要
な
家
庭

を
把
握
、
必
要
な
場
合
に
は
、

児
童
福
祉
課
で
行
っ
て
い
る
養

育
支
援
訪
問
の
利
用
を
勧
め
る

な
ど
、
育
児
ス
ト
レ
ス
の
軽
減

に
努
め
て
い
ま
す
。
 

　
そ
の
ほ
か
、
家
庭
相
談
員
と

保
健
師
が
市
内
の
保
育
園
や
幼

稚
園
、
学
校
、
学
童
保
育
室
、

児
童
館
な
ど
に
出
向
き
、
虐
待

の
防
止
と
早
期
発
見
、
早
期
対

応
に
努
め
て
い
ま
す
。
 

 

　「
も
し
か
し
て
、
虐
待
？
」
と

思
っ
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
相
談
者
の

秘
密
は
守
り
ま
す
。
 

児
童
福
祉
課
　
 

受
付
時
間
／
月
〜
金
‥
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
 

栃
木
県
県
南
児
童
相
談
所
 

 受
付
時
間
／
月
〜
金
‥
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
 

児
童
虐
待
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル
 

 受
付
時
間
／
月
〜
金
‥
午
後
5

時
15
分
〜
午
前
8
時
30
分
 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
‥ 
24
時
間
 

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
 

 受
付
時
間
／
年
中
無
休
‥ 
24
時
間
 

   　
子
育
て
の
悩
み
な
ど
が
あ
れ
ば
、

ど
ん
な
こ
と
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

健
康
増
進
課（
母
子
保
健
グ
ル
ー
プ
）
 

　
☎（
52
）1
1
1
6
 

児
童
福
祉
課
 

　
☎（
52
）1
1
1
4
 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
つ
く
し
 

　
☎（
43
）1
2
3
3
 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ
り
か
ご
 

　
☎（
48
）5
5
3
0

がんばろう　日本！ 
がんばろう　栃木！ 

11
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
 

☎
0
2
8
2（
24
）6
1
2
1

☎
0
2
8（
6
6
5
）3
6
7
7

☎（
52
）1
1
1
4

☎
0
5
7
0
―
0
6
4
―
0
0
0

11月は「児童虐待防止推進月間」　16

広
報
し
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つ
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